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幕
末
・
維
新
期
の
小
倉
藩

第
一
節

開
国
と
攘
夷
決
行

一

開

国

ペ
リ
ー
の
来
航

江
戸
時
代
の
特
徴
の
一
つ
に
鎖
国
が
あ
る
。
鎖
国
は

寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）、
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
の
来

航
を
禁
止
し
て
か
ら
始
ま
っ
た
。
海
で
囲
ま
れ
た
日
本
は
、
古
く
か
ら
大

陸
と
の
交
易
が
栄
え
、
特
に
瀬
戸
内
海
は
海
運
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
江
戸
時
代
に
入
る
と
、
西
廻
り
・
東
廻
り
海
運
や
大
坂
と
江
戸
を
結

ぶ
南
海
路
と
い
わ
れ
る
外
海
の
海
運
業
が
発
達
し
た
。
享
保
期
（
十
八
世

紀
初
め
）
に
は
中
国
船
（
唐
船
）
に
よ
る
密
貿
易
が
玄
界
灘
海
域
で
多
く

な
っ
た
。
そ
こ
で
福
岡
・
小
倉
・
長
州
の
三
藩
が
協
同
し
て
追
い
払
う
役

割
が
生
じ
た
。
こ
れ
を
「
唐
船
打
ち
払
い
」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
密
貿

易
は
見
方
を
変
え
る
と
、
経
済
活
動
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
意
味

す
る
。
大
陸
か
ら
外
海
を
通
っ
て
や
っ
て
く
る
こ
と
に
目
を
奪
わ
れ
、
当

然
予
期
せ
ず
に
外
国
へ
渡
っ
て
し
ま
う
事
態
に
陥
っ
た
者
た
ち
が
い
た
こ

と
は
見
落
と
し
が
ち
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
に
は
多
く
の
「
漂
流
」
が

あ
っ
た
。

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）、
ペ
リ
ー
が
軍
艦
四
隻
を
率
い
て
浦
賀
に
来

航
し
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
国
書
を
提
出
し
て
開
国
を
要
求
し
た
（
写
真

５
―
２５
参
照
）。
幕
府
は
対
策
の
な
い
ま
ま
、
そ
の
国
書
を
受
け
取
っ
て

回
答
を
翌
年
に
す
る
と
約
束
し
て
退
去
さ
せ
た
。
同
じ
年
七
月
に
は
、
ロ

シ
ア
の
使
節
プ
ゥ
チ
ャ
ー
チ
ン
も
長
崎
に
来
て
開
国
を
要
求
し
た
。「
癸

丑
以
来
未
曾
有
ノ
国
難
」（
王
政
復
古
の
大
号
令
）
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。

き

ち
ゅ
う

癸
丑
と
は
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
の
ア
メ
リ
カ
の
使
節
ペ
リ
ー
の
来
航

を
い
い
、
そ
れ
以
降
大
変
な
時
代
が
は
じ
ま
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

あ
っ
け
し

ロ
シ
ア
船
が
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
に
蝦
夷
地
の
厚
岸
（
北
海
道
厚
岸

郡
厚
岸
町
）
に
来
航
し
た
の
が
最
も
早
い
例
で
あ
る
。
つ
い
で
寛
政
四
年

（
一
七
九
二
）
ラ
ク
ス
マ
ン
が
同
地
根
室
（
現
北
海
道
根
室
市
）
に
現
れ

た
。
そ
し
て
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
船
が
オ
ラ
ン
ダ

船
を
求
め
て
長
崎
に
入
港
し
、
乱
暴
を
働
く
と
い
う
出
来
事
が
生
じ
た

（
フ
ェ
ー
ト
ン
号
事

件
と
い
う
）。
ま
た
、

天
保
八
年
（
一
八
三

七
）、
尾
張
の
国
生

ま
れ
の
漂
流
民

（『
維
新
史
』
第
一

巻
）
の
返
還
と
通
商

を
求
め
て
き
た
ア
メ

リ
カ
の
商
船
モ
リ
ソ
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ン
号
が
浦
賀
（
現
神
奈
川
県
横
須
賀
市
）
に
現
れ
た
が
、
幕
府
は
こ
れ
を

撃
退
し
た
。

ペ
リ
ー
が
退
去
し
た
の
ち
、
老
中
の
阿
部
正
弘
は
ま
ず
朝
廷
に
報
告

し
、
諸
大
名
そ
の
ほ
か
に
意
見
を
聞
く
諮
問
政
策
を
と
っ
た
。
今
ま
で
の

幕
府
政
治
と
は
違
っ
た
や
り
方
で
臨
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
諮
問
に
応
じ

た
回
答
は
、
大
名
か
ら
二
五
〇
通
、
幕
臣
か
ら
は
四
二
三
通
、
諸
藩
の
藩

士
か
ら
は
一
五
通
、
学
者
か
ら
は
二
二
通
、
庶
民
か
ら
も
九
通
あ
っ
た
と

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
以
後
「
処
士
横
議
」
と
い
わ
れ
る
さ
ま

ざ
ま
な
階
層
の
人
々
が
政
治
的
意
見
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
風
潮
が
生
じ

た
。
そ
の
一
方
で
、
幕
府
は
人
材
の
登
用
を
図
り
、
国
防
の
充
実
と
江
戸

湾
に
は
台
場
（
砲
台
）
を
築
き
、
諸
藩
に
沿
岸
の
警
固
を
命
じ
た
。

鎖
国
か
ら
開
国

翌
年
の
一
月
、
ペ
リ
ー
は
軍
艦
七
隻
を
率
い
て
再
び

来
航
し
、
強
硬
に
条
約
の
締
結
を
迫
っ
た
。
幕
府
は

や
む
な
く
日
米
和
親
条
約
を
結
び
、
下
田
と
箱
館
の
二
港
を
開
き
、
領
事

の
駐
在
を
認
め
た
。
続
い
て
イ
ギ
リ
ス
・
ロ
シ
ア
・
オ
ラ
ン
ダ
と
も
条
約

を
結
ん
だ
。
こ
う
し
て
二
〇
〇
年
以
上
続
い
た
鎖
国
政
策
は
崩
壊
し
た
。

こ
の
ペ
リ
ー
の
再
来
航
に
際
し
て
、
幕
府
は
神
奈
川
宿
の
は
ず
れ
横
浜

に
お
い
て
応
接
し
た
。
こ
の
と
き
、
幕
府
は
陸
上
の
警
固
を
小
倉
藩
と
松

代
藩
に
命
じ
、
海
上
を
鳥
取
藩
に
命
じ
た
。
実
際
の
警
護
は
、
応
接
所
を

境
に
し
て
西
側
（
海
岸
に
向
か
っ
て
左
側
）
を
小
倉
藩
が
、
東
側
を
松
代

藩
が
担
当
し
た
（『
維
新
史
』
第
一
巻
）。

「
江
戸
湾
岸
防
備
図
」
に
よ
る
と
、
奉
行
は
大
八
木
熊
五
郎
（
大
八
木

三
郎
右
衛
門
『
小
倉
市
誌
』
下
巻
）
で
あ
り
、
警
護
詰
め
の
藩
士
は
山
崎

利
左
衛
門
・
林
九
六
兵
衛
・
緒
方
仙
治
郎
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
小
倉
藩

は
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
か
ら
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
八
月
ま
で
品

川
第
五
台
場
の
警
備
を
担
当
し
た
（
表
５
―
３５
）。

和
親
条
約
に
し
た
が
っ
て
来
日
し
た
下
田
駐
在
の
初
代
総
領
事
の
ハ
リ

ス
は
、
通
商
条
約
の
締
結
を
強
く
求
め
た
。
こ
の
条
約
交
渉
を
担
当
し
た

老
中
堀
田
正
睦
は
、
し
き
り
に
条
約
調
印
の
勅
許
を
朝
廷
に
求
め
た
が
、

朝
廷
で
は
攘
夷
（
外
国
を
斥
け
る
）
の
空
気
が
強
く
て
、
条
約
の
締
結
に

は
至
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
と
き
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
に
清

国
で
ア
ロ
ー
号
事
件
が
起
き
、
ハ
リ
ス
は
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
の
脅
威

を
説
い
て
通
商
条
約
の
調
印
を
強
く
迫
っ
た
。
そ
こ
で
、
大
老
の
井
伊
直

弼
は
勅
許
が
得
ら
れ
な
い
ま
ま
、
日
米
修
好
通
商
条
約
に
調
印
し
た
。
こ

の
条
約
で
は
神
奈
川
・
長
崎
・
新
潟
・
兵
庫
の
開
港
と
、
江
戸
・
大
坂
の

開
市
が
も
り
こ
ま
れ
て
い
た
。
神
奈
川
は
宿
駅
で
あ
っ
た
の
で
近
接
の
横

浜
に
変
え
ら
れ
た
が
、
横
浜
開
港
の
の
ち
下
田
は
閉
鎖
さ
れ
た
。
兵
庫
は

京
都
に
近
接
し
た
地
で
あ
っ
た
た
め
す
ぐ
に
は
開
港
に
至
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
オ
ラ
ン
ダ
・
ロ
シ
ア
・
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
と
も
条
約
を
結

ん
だ
（
安
政
の
五
か
国
条
約
）。
し
か
し
、
こ
の
条
約
は
朝
廷
の
勅
許
が
な

か
っ
た
た
め
朝
廷
と
幕
府
が
衝
突
し
、
井
伊
は
強
硬
な
態
度
を
と
っ
て
反

対
派
の
公
家
や
大
名
を
弾
圧
し
た
（
安
政
の
大
獄
と
い
う
）
た
め
、
万
延

元
年
（
一
八
六
〇
）、
暗
殺
さ
れ
た
が
（
桜
田
門
外
の
変
）、
貿
易
が
開
始

さ
れ
、
世
界
と
つ
な
が
る
開
国
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
、
尊
王
攘
夷
運
動
の
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激
化
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

二

攘
夷
決
行
と
小
倉
藩

攘
夷
を
め
ぐ
る

朝

幕

関

係

安
政
五
年
（
一
八
五
八
）、
大
老
井
伊
直
弼

が
勅
許
を
得
な
い
で
日
米
修
好
通
商
条
約
を

結
び
、
更
に
反
対
勢
力
を
弾
圧
し
た
安
政
の
大
獄
を
お
こ
し
た
。

そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
に
反
対
す
る
攘
夷
運
動
が
急
速
に
高
揚
し

た
。
こ
の
攘
夷
運
動
は
、
京
都
の
朝
廷
勢
力
を
一
大
勢
力
に
お
し

あ
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）、
桜
田
門
外

の
変
で
井
伊
直
弼
が
暗
殺
さ
れ
る
と
、
久
世
広
周
・
安
藤
信
正
が

幕
政
を
担
当
し
、
特
に
安
藤
信
正
は
和
宮
降
嫁
を
推
進
し
て
公
武

合
体
運
動
を
主
導
し
た
。
こ
の
た
め
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）、

安
藤
信
正
も
尊
攘
派
か
ら
襲
撃
さ
れ
て
重
傷
を
負
っ
た
。
坂
下
門

外
の
変
と
い
う
。

こ
の
年
、
幕
府
と
朝
廷
と
の
政
治
的
力
学
関
係
が
大
き
く
変
化

し
た
。
島
津
久
光
は
攘
夷
論
者
で
あ
っ
た
が
、
あ
く
ま
で
も
幕
政

改
革
に
よ
っ
て
公
武
合
体
を
実
現
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
そ

し
て
薩
摩
藩
の
尊
攘
派
を
弾
圧
（
寺
田
屋
事
件
）
し
て
、
勅
使
大

原
重
徳
と
下
向
し
た
幕
政
改
革
を
要
求
し
た
。
し
か
し
寺
田
屋
事

件
後
は
、
京
都
で
は
か
え
っ
て
尊
攘
運
動
が
盛
ん
に
な
っ
た
。
そ

の
勢
力
は
長
州
藩
を
中
心
と
す
る
尊
攘
派
で
あ
っ
た
。
朝
廷
も
こ

の
勢
力
に
お
さ
れ
、
朝
廷
は
三
条
実
美
を
勅
使
と
し
て
江
戸
に
派

表５―３５ 江戸湾（台場）の警備

品川第六台場

松代藩

福井藩

福井藩→松代藩

松代藩→高崎藩

高崎藩→白河藩

（『國史大辞典』２ 吉川弘文館出版より作成）

品川第五台場

庄内藩

庄内藩→小倉藩

小倉藩→松江藩

松江藩→川越藩

前橋藩→佐倉藩

御殿山下
（品川第四）台場

鳥取藩

鳥取藩→免除
（大坂湾岸へ）

徳島藩

徳島藩→水戸藩

水戸藩→中津藩

中津藩→笠間藩
（非常警備）

中津藩→山形藩

品川第三台場

忍藩

忍藩→高崎藩

高崎藩→宇和島藩

品川第二台場

会津藩

会津藩→姫路藩

姫路藩→福井藩

福井藩→川越藩

前橋藩→二本松藩

二本松藩→姫路藩

品川第一台場

川越藩

川越藩→広島藩

広島藩→忍藩

月日

１１．１４

１１．１６

９．２７

４．３

１０．１０

８．１５

８．２８

１０．２１

１０．２２

１２．４

１２．７

２．１５

５．１６

６．１１

８．１７

２．１６

８．５

８．２８

３．１３

５．２４

西暦

１８５３

１８５４

１８５９

１８６０

１８６１

１８６３

１８６４

１８６６

１８６７

年代

嘉永６

安政１

安政６

万延１

文久１

文久３

元治１

慶応２

慶応３
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